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１．事前に確認が必要な行政手続き
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可権者等
概要 関連条文 関連する地図情報 備考 担当部局

保護水面区域内における
工事に係る許可

農林水産大臣ま
たは都道府県知
事

保護水面の区域内において、埋立て若しくは浚渫の工事等を
しようとする者は、当該保護水面を管理する都道府県知事又
は農林水産大臣の許可を受けなければならない。

水産資源保護法第１４条、第１５条、
第１８条等

全国沿岸水域
海域の特性から、本水面での施設設置
については慎重な対応が必要。

水産庁
各都道府県

沿岸水産資源開発区域
における海底の形質の変
更等の行為に係る届出

都道府県知事

都道府県は、一定の沿岸海域を沿岸水産資源開発区域とし
て指定することができる。その開発区域において海底の形質
の変更等の行為をしようとする者は、都道府県知事にその旨
を届け出なければならない。また、都道府県知事は必要な勧
告をすることができる。

海洋水産資源開発促進法第５条、
第７条、第９条等

全国沿岸水域
海域の特性から、本水面での施設設置
については慎重な対応が必要。

各都道府県

指定海域における海底の
掘削、工作物の設置その
他の行為に係る届出

都道府県知事

政令で指定される「指定海域」において海底の掘削、工作物
の設置その他の行為で政令で定めるものをしようとする者
は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。ま
た、都道府県知事は必要な勧告をすることができる。

海洋水産資源開発促進法第１２条 全国沿岸水域
海域の特性から、本水面での施設設置
については慎重な対応が必要。

各都道府県

漁港区域内における工作
物の建設等に係る許可

漁港管理者
漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設
等をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければな
らない。

漁港漁場整備法第３９条第１項
同法施行規則第１２条

全国漁港区域
占用等申請者は漁港管理者（地方公共
団体）の許可が必要。

漁港管理者

漁港区域内の漁港管理
者が指定した区域内の行
為制限

漁港管理者
漁港区域内の漁港管理者が指定した区域内において、何人
も漁港施設の損傷、漁港管理者が指定した物件の放置等を
してはならない。

漁港漁場整備法第３９条第５項 全国漁港区域
漁港管理者が指定した物件以外の係留
等については漁港管理者への利用の届
け出及び善良な管理が必要。

漁港管理者

補助金等により整備され
た漁港施設の処分に係る
承認

農林水産大臣
補助金等により整備された泊地、航路等の漁港施設を処分し
ようとするときは農林水産大臣の承認を受けなければならな
い。

補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律第２２条

全国漁港区域 漁港管理者

低潮線保全区域内の改
定の掘削等の許可

国土交通大臣
低潮線保全区域内において、海底の掘削又は切土、土砂の
採取、施設又は工作物の新設又は改築等を行う場合、国土
交通大臣の許可を受けなければならない。

排他的経済水域及び大陸棚の保全
及び利用の促進のための低潮線の
保全及び拠点施設の整備等に関す
る法律第５条

低潮線保全区域の位置を電子国土ポー
タルで閲覧する方法:
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/
teichousen/hozenkuiki.html

各地方整備局

海岸保全区域の占用に
係る許可

海岸管理者

海岸管理者以外の者が海岸保全区域（公共海岸の土地に限
る。）内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を設
けて海岸保全区域を占用しようとするときは、海岸管理者の
許可を受けなければならない。

海岸法第７条
同施行規則第３条

海岸保全区域については、海岸管理者
が海岸保全区域台帳を調製し、これを保
管。

各海岸管理者

海岸保全区域における行
為の制限に係る許可（１）

海岸管理者

海岸保全区域内において、土石の採取、水面又は公共海岸
の土地以外の土地において他の施設等を新設し、又は改築、
並びに土地の掘削、盛土、切土等をしようとする場合、海岸管
理者の許可を受けなければならない。

海岸法第８条
同施行令第２条、第３条
同施行規則第４条、第４条の２

海岸保全区域については、海岸管理者
が海岸保全区域台帳を調製し、これを保
管。

各海岸管理者

海岸保全区域における行
為の制限に係る許可（２）

海岸管理者

何人も海岸保全区域内において、海岸管理者が管理する海
岸保全施設その他の施設又は工作物を損傷し、又は汚損し
てはならない。
また、公共海岸の内、海岸管理者が指定した区域において、
油等により海岸を汚損すること並びに自動車、船舶等を入れ
又は放置すること等をしてはならない。

海岸法第８条の２
同施行令第３条の２
同施行規則第４条の３、第４条の４
及び第４条の５

海岸保全区域については、海岸管理者
が海岸保全区域台帳を調製し、これを保
管。
また、公共海岸の内、海岸管理者が指定
した区域は、指定を行った際の官報、公
報又は新聞紙に掲載。

各海岸管理者

実証フィールド選定要件に関連する各種規制・行政手続き等
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一般公共海岸区域の占
用にかかる許可

海岸管理者

海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域（水面を除く。）内
において、施設又は工作物を設けて一般公共海岸区域を占
用しようとするときは、海岸管理者の許可を受けなければなら
ない。

海岸法第３７条の４
同施行規則第１１条の規定で準用
する第３条

一般公共海岸区域については、海岸管
理者が一般公共海岸区域台帳を調製
し、これを保管。

各海岸管理者

一般公共海岸区域にお
ける行為の制限にかかる
許可（１）

海岸管理者

一般公共海岸区域内において、土石の採取、水面において
施設又は工作物を新設し、又は改築、並びに土地の掘削、盛
土、切土等をしようとする場合、海岸管理者の許可を受けな
ければならない。

海岸法第３７条の５
同施行令第１２条の２、第１２条の３
同施行規則第１１条の規定で準用
する第４条、第４条の２

一般公共海岸区域については、海岸管
理者が一般公共海岸区域台帳を調製
し、これを保管。

各海岸管理者

一般公共海岸区域にお
ける行為の制限にかかる
許可（２）

海岸管理者

何人も一般公共海岸区域内において、海岸管理者が管理す
る施設又は工作物を損傷し、又は汚損してはならない。
また、公共海岸の内、海岸管理者が指定した区域において、
油等により海岸を汚損すること並びに自動車、船舶等を入れ
又は放置すること等をしてはならない。

海岸法第３７条の６
同施行令第１２条の４
同施行規則第１１条の規定で準用
する第４条の３、第４条の４及び第４
条の５

一般公共海岸区域については、海岸管
理者が一般公共海岸区域台帳を調製
し、これを保管。
また、公共海岸の内、海岸管理者が指定
した区域は、指定を行った際の官報、公
報又は新聞紙に掲載。

各海岸管理者

港湾法に基づく占用許可 港湾管理者
港湾区域内の水域又は公共空地の占用をしようとする者は、
港湾管理者の許可を受けなければならない。

港湾法第３７条
港湾区域は港湾管理者が告示でその範
囲を公表。

各港湾管理者

海岸法に基づく占用許可 港湾管理者
海岸保全区域内において施設又は工作物を設けて当該区域
を占用しようとするときは、海岸管理者の許可を受けなければ
ならない。

海岸法第７条
海岸保全区域については、海岸管理者
が海岸保全区域台帳を調製し、これを保
管。

各港湾管理者

各港湾管理者が定める
条例に基づく行政財産の
使用許可

港湾管理者
防波堤等の行政財産に送電ケーブル等を敷設する際には施
設管理者である港湾管理者の許可を受けなければならない。

各港湾管理者が定める条例
（港湾法第５４条、国有財産法第１８
条）

- 各港湾管理者

海洋汚染等及び海上災
害の防止に関する法律に
基づく海洋施設の設置の
届出

海上保安庁長官
海洋施設を設置しようとする者は、事前に、海上保安庁長官
に届出を行う必要がある。

海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律第１８条の３
同法施行規則第１２条の１６の３及
び第１２条の１７

-

「海洋施設」とは、海域に設けられる工作
物であって、人を収容することができるも
の又は物の処理、輸送若しくは保管の用
に供されるものと定義されており、また、
固定施設として移動性を有さないものに
限られると解釈されている。（例：浮体式
風力発電施設は船舶と位置付けられ、海
洋施設にはあたらない。）

各海上保安部

海上交通安全法に基づく
航路及びその周辺の海
域における工事等の許可

海上保安庁長官
航路及びその周辺の海域において工事等をしようとする者
は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

海上交通安全法第３０条第１項
同法施行規則第２５条

航路及びその周辺の海域について、航
路とは海上交通安全法施行令第３条に
定める海域を指し、その周辺の海域とは
同法施行令第７条に定める海域を指す
（東京湾、伊勢湾、瀬戸内海等）。

許可申請にあたっては、施行規則に定め
る事項を記載した申請書等を当該申請
に係る行為に係る場所を管轄する海上
保安部の長を経由して管区海上保安本
部長に提出すること。

各海上保安部

海上交通安全法に基づく
航路及びその周辺の海
域以外の海域における工
事等の届出

海上保安庁長官
航路及びその周辺の海域以外の海域において工事等をしよ
うとする者は、あらかじめ海上保安庁長官に届け出なければ
ならない。

海上交通安全法第３１条第１項
同法施行規則第２７条

本項目における海域は、海上交通安全
法施行令第１条に定める同法の法適用
海域内の海域（東京湾、伊勢湾、瀬戸内
海等）であって、同法施行令第３条、第７
条に定める海域を除いた海域を指す。

届出にあたっては、施行規則に定める事
項を記載した届出書等を当該申請に係
る行為に係る場所を管轄する海上保安
部等の長を経由して管区海上保安本部
長に提出すること。

各海上保安部
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港則法に基づく工事・作
業許可

港長
港則法を適用する海域又はその境界附近において、工事又
は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならな
い。

港則法第３１条
第３７条の５（第３１条第１項準用）
同法施行規則第１６条

港則法を適用する海域については、港則
法施行令別表第一のとおり（港則法適用
港500港）。

許可申請にあたっては、施行規則に定め
る事項を記載した申請書を管轄する海上
保安部（港長）に提出すること。

各海上保安部

航路標識法に基づく航路
標識の設置・管理許可

海上保安庁長官
関連施設を標示するため、航路標識を設置し、又は管理しよ
うとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければなら
ない。

航路標識法第２条ただし書
同法施行規則第１条及び第３条

-

・航路標識とは、航路標識法第１条第２
項に定める、灯台、灯標等の航行船舶の
指標とするための施設を指す。
・許可申請にあたっては、管轄する海上
保安部に理由書や当該航路標識の機器
の構成を示した図面など航路標識法施
行規則で定める書類を添付して申請す
る。

各海上保安部

港湾工事等を実施する場
合の届出

海上保安庁長官
港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をす
る者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならな
い。

水路業務法第１９条第１項 - 水路通報等の発出に使用する。
各管区海上保安本部海洋情
報部

海上保安庁以外の者が
実施する水路測量の許
可

海上保安庁長官
海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は
地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施する
場合には、海上保安庁の許可を受けなければならない。

水路業務法第６条 - 公費が使用される測量に限る。
本庁海洋情報部及び各管区
海上保安本部海洋情報部

鳥獣の保護及び狩猟の
適正化に関する法律に基
づく許可

環境大臣または
都道府県知事

鳥獣保護区特別保護地区内において、建築物その他工作物
の新築及び増改築、水面の埋め立て又は干拓等を行う場合
は、国指定鳥獣保護区にあっては環境大臣の、都道府県鳥
獣保護区にあっては都道府県知事の許可を受けなければな
らない。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律第２９条第７項

国指定鳥獣保護区特別保護地区につい
ては、環境大臣が告示で区域を公表。
都道府県指定鳥獣保護区特別保護地区
については、各都道府県知事が告示で
区域を公表。

許可権限については、国指定鳥獣保護
区の場合、各地方環境事務所長となって
いる。

（国指定鳥獣保護区）
各地方環境事務所

（都道府県鳥獣保護区）
各都道府県

自然環境保全法に基づく
事前の許可/届出

環境大臣

・原生自然環境保全地域内、あるいは自然環境保全地域特
別地区内/海域特別地区内における工作物設置には、環境
大臣の許可が必要。
・自然環境保全地域普通地区における工作物の設置には、
事前の届出が必要。

自然環境保全法第１７条（原生）、第
２５条（特別）、第２７条（海域特別）、
第２７条（普通）
同法施行令第１７条（特別地区内許
可基準）、第２３条（海域特別地区内
許可基準）

リストはウェブサイト
（http://www.env.go.jp/nature/hozen/ind
ex.html）に掲載。詳細については、管轄
する地方環境事務所等で確認のこと。

各地方環境事務所

各都道府県の自然環境
保全条例に基づく事前の
許可/届出

都道府県知事

（都道府県が条例により、自然環境保全法の規定による規制
の範囲内において必要な規制を定めることとしているため、都
道府県により異なる場合はあるが、概ね下記のとおり）
・自然環境保全地域特別地区内における工作物設置には、
都道府県知事の許可が必要。
・自然環境保全地域普通地区における工作物の設置には、
事前の届出が必要。

自然環境保全法第４５条、第４６条
各都道府県で制定している自然環
境保全条例

区域については都道府県で公表。
各都道府県自然環境保全担
当部局

自然公園法に基づく事前
の許可

環境大臣または
都道府県知事

特別地域等内において、工作物の新築等をしようとする者
は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都
道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
（工作物の新築については、特別保護地区、第1種特別地域、
海域公園地区では原則として許可されない。詳細は自然公園
法施行規則第１１条参照。）

自然公園法第２０条、第２１条、第２
２条
同法施行規則第１０条、第１１条

各国立公園の区域については環境省及
び法定受託事務都県、各国定公園の区
域については都道府県で公表している。

風力発電施設の設置については、「風力
発電施設の審査に関する技術的ガイドラ
イン」（平成２３年３月環境省）、「港湾に
おける風力発電について」（平成２４年６
月国土交通省港湾局、環境省地球環境
局）を参照。

各地方環境事務所
各都道府県
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別紙

１．事前に確認が必要な行政手続き

項目名
許可申請・届出
先、法律上の許

可権者等
概要 関連条文 関連する地図情報 備考 担当部局

実証フィールド選定要件に関連する各種規制・行政手続き等

自然公園法に基づく事前
の届出

環境大臣または
都道府県知事

普通地域内において、その規模が環境省令で定める基準を
超える工作物の新築等をしようとする者は、国立公園にあっ
ては環境大臣に対し、国定公園にあっては都道府県知事に
対し、届け出なければならない。

自然公園法第３３条
同法施行規則第１４条

各国立公園の区域については環境省及
び法定受託事務都県、各国定公園の区
域については都道府県で公表している。

風力発電施設の設置については、「風力
発電施設の審査に関する技術的ガイドラ
イン」（平成２３年３月環境省）、「港湾に
おける風力発電について」（平成２４年６
月国土交通省港湾局、環境省地球環境
局）を参照。

各地方環境事務所
各都道府県

都道府県立自然公園条
例に基づく事前の許可

都道府県知事
特別地域内において、工作物の新築等をしようとする者は、
都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。

自然公園法第７２条、第７３条
各都道府県で制定している自然公
園条例

区域については都道府県で公表してい
る。

各都道府県自然公園担当部
局
（条例制定の根拠となる自然
公園法第72条及び第73条の
解釈については、環境省自然
環境局国立公園課）

都道府県立自然公園条
例に基づく事前の届出

都道府県知事
普通地域内において、その規模が条例で定める基準を超える
工作物の新築等をしようとする者は、都道府県知事に対し、
届け出なければならない。

自然公園法第７２条、第７３条
各都道府県で制定している自然公
園条例

区域については都道府県で公表してい
る。

各都道府県自然公園担当部
局
（条例制定の根拠となる自然
公園法第72条及び第73条の
解釈については、環境省自然
環境局国立公園課）

4



別紙

２．その他規制や配慮すべき事項

項目名 概要 関連条文 関連する地図情報 備考 担当部局

海面利用の事前調整

漁業は、漁業権漁業のほか許可漁業、自由漁業等に分類され
る。（漁業権漁業以外であっても社会通念上権利と認められる程
度にまで成熟した慣習上の利益は漁業に関する権利として扱わ
れる。）風力発電施設の導入にあたっては、地域の漁業者、漁協
と発電事業者の間で良好な関係を確立するため、風力発電施設
の設置候補海域が想定される早い段階で、海域を利用する漁業
者や漁協等と発電事業者が意見交換を始め、漁業者等の理解を
得る必要がある。

漁業法第１０条、第５２条、第６５条、第
６６条等

漁業権の場合、都道府県の公報にて公示

事前の調整・理解を必要とする
漁業者には、他地域や他県の漁
業者であって当該水域を利用す
る漁業者を含む。

水産庁
各都道府県

沿岸波浪観測への影響
関連施設を設置する場合、施設設置者は、沿岸波浪観測に影響
を及ぼさないか考慮する必要がある。

-
沿岸波浪観測の実施箇所は、ウェブサイト
（http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/w
ave/obsdata/usweqm.html）に掲載。

気象庁

港則法に基づく灯火の制
限

港則法を適用する海域又はその境界附近において、船舶交通の
妨げとなるおそれのある強力な灯火をみだりに使用してはならな
い。

港則法第３６条
港則法を適用する海域については、港則法
施行令別表第一のとおり（港則法適用港
500港）

各海上保安部

航路標識法に基づく灯火
等の制限

みだりに航路標識と誤認される虞がある灯火を使用し、又は音響
を発してはならない。

航路標識法第８条第１項 - 各海上保安部

航路標識法に基づく工事
等の制限

関連施設を設置する場合、施設設置者は、既設航路標識の視認
性に影響が生じないよう考慮する必要がある。

航路標識法第９条第１項 - 各海上保安部

船舶交通への影響
関連施設を設置する場合、施設設置者は、船舶の航行等に影響
を及ぼさないか考慮する必要がある。

- - 各海上保安部

海域占用許可権限等が及
ばない海域における航行
安全対策

施設設置に伴い海域の占用許可等が可能な海域とそうでない海
域が存在する。占用許可等のスキームがない海域は、特定の船
舶の通航を排除することが難しいため、施設設置者は、広大な占
用海域を必要とする施設を設置する際は、海洋構築物の周辺海
域における船舶の航行安全対策を考慮する必要がある。

- -

○占用許可等のスキームがある
海域
・海岸法第７条の海岸保全区域
・港湾法第３７条の港湾隣接地
域　　等

各海上保安部

環境省版レッドリスト

日本に生息又は生育する野生生物について、専門家で構成され
る検討会が、生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を科学
的・客観的に評価し、その結果をリストにまとめたものである。
掲載種及びその生息・生育環境に影響が生じないよう十分配慮
が必要。

-
乱獲のリスク等の観点から種の分布図は基
本的に公開はしていない。

個々の事例について希少種が新
たに発見される場合もあるため、
専門家等に確認が必要。

環境省自然環境局野生生物課

シギ・チドリ類及びガンカモ
類飛来地

全国のシギ・チドリ類の主な渡来湿地やガン・カモ類の主な飛来
地等渡り鳥にとって重要な場所で、調査がなされてきている。これ
ら渡り鳥の生息及び生息環境に影響が生じないよう十分配慮が
必要。

-

関連ウェブサイト
ガン・カモ類の生息調査
http://www.biodic.go.jp/gankamo/gankamo_
top.html
シギ・チドリ類の生息調査
http://www.biodic.go.jp/teiten/teiten_top.ht
ml
シギ・チドリ類渡来湿地
http://www.env.go.jp/press/press.php?seri
al=993

環境省自然環境局野生生物課

実証フィールド選定要件に関連する各種規制・行政手続き等
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２．その他規制や配慮すべき事項

項目名 概要 関連条文 関連する地図情報 備考 担当部局

実証フィールド選定要件に関連する各種規制・行政手続き等

鳥類等に関する風力発電
施設立地適正化のための
手引き

風力発電事業者や風力発電事業に関わるコンサルタント会社を
主な利用者と想定し、鳥類やコウモリ類の保護の観点から、風力
発電施設の計画段階から、鳥類等に与える影響を極力軽減でき
るよう、配慮すべき各種知見・資料、防止策等をとりまとめたもの
である。

- - 環境省自然環境局野生生物課

海鳥等に与える影響につい
実証フィールド選定の際には、十分調査・検討を行い、海鳥等及
びその生息環境に影響（バードストライク等）が生じないよう十分
配慮が必要。

- - -

漁業者その他の海域利用
者や地元の利害関係者等
の了解について

関係者との調整にあたっては、対象地域に生息する海鳥類等の
専門家や保護団体等にも留意が必要。

- - -

重要湿地の保全への配慮
・環境省では、生物多様性保全の観点から重要な湿地を500ヶ所
選定している（＝「重要湿地」）。工作物の設置等にあたっては、間
接的影響も含め、重要湿地の保全に十分配慮願いたい。

-

リストはウェブサイト
（http://www.sizenken.biodic.go.jp/wetland/
）に掲載。詳細については環境省自然環境
計画課で確認のこと。

各地方環境事務所

特定植物群落の保全への
配慮

環境省では、わが国の植物相を形づくっている植物群落のうち、
規模や構造、分布等において代表的・典型的なもの、 代替性のな
いもの、あるいはきわめて脆弱であり、放置すれば存続 が危ぶま
れるものなどを「特定植物群落」として選定し、調査をしている。工
作物の設置等にあたっては、間接的影響も含め、特定植物群落
の保全に十分配慮願いたい。

-
情報図はウェブサイト
（http://www.biodic.go.jp/kiso/12/12_toku.h
tml）から閲覧可能。

各地方環境事務所

自然再生事業に対する配
慮

自然再生事業が行われている区域については、その実施に十分
配慮願いたい。

-

自然再生推進法に基づく自然再生事業の
実施箇所は、ウェブサイト
（http://www.env.go.jp/nature/saisei/law-
saisei/）に掲載。

各地方環境事務所
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○参考：実証フィールド選定後に必要な手続き等

項目名 概要 関連条文 関連する地図情報 備考 担当部局

電気事業法に基づく手続
き

発電設備及び送電設備等の電気工作物を設置しようとする
者は、設置の場所を管轄する産業保安監督部に対して、電
気事業法上の諸手続きをしなければならない。

電気事業法第４２条、第４３条、第
４８条

電気に関する産業保安監督部の管轄区
域については、各電力会社の供給区域
に基づき、経済産業省組織規則に定め
られている。
なお、工事計画届出によって設備が設
置される位置を経済産業省として把握
できるが、公表はしていない。

届出の様式や添付書類等に
ついては、電気事業法施行規
則を参照のこと。

各地方産業保安監督部等

環境アセスメント

出力10,000ｋW以上の洋上風力発電設備を設置しようとする
者は、環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境アセス
メント行わなければならない。
なお、出力7,500ｋW以上10,000ｋW未満のものについては、
環境アセスメントを行うかどうかについての簡易的な判定の
手続きが必要。

環境影響評価法
電気事業法第３章第２款の２

なし。手続きは、全て経済産業省本省で
行う。
なお、平成２５年度より配慮書手続きが
追加されるが、これにより事業の計画段
階で設備の設置位置が公表されること
となる。

より詳細な手続きや評価項目
等については、環境影響評価
法施行令・施行規則、電気事
業法施行規則及び発電所ア
セス省令（略称）を参照のこ
と。

各地方産業保安監督部等

実証フィールド選定要件に関連する各種規制・行政手続き等

7




